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（ 開議時刻 １０時００分 ） 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  朝の挨拶をします。おはようございます。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は９名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  欠席届を出されている議員は、１番、竹花結議

員であります。 

  本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおり

です。 

  これから本日の議事日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第

120 条の規定により、議長から、４番、柴田勇雄

議員及び７番、高宮一明議員を指名します。 

  次に、日程第２、一般質問を行います。今回の

定例会議には、１名の議員から一般質問の通告が

ありました。なお、一般質問に係る時間は、質問、

答弁を含めて１時間以内に制限していますので、

ご承知願います。制限時間の経過につきまして

は、制限時間５分前にベルを１回、制限時間にな

った時点でベルを２回鳴らします。制限時間を超

えての質問あるいは答弁は、特に許可した場合の

みとします。 

  それでは、通告順に発言を許します。質問、答

弁とも簡潔、明快にお願いします。４番、柴田勇

雄議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  改めまして、おはようございます。今３月定例

会議一般質問、通告は私、柴田勇雄、ただ一人だ

けの質問のようでございます。 

  今回の質問では、葛巻病院の地域医療維持と安

定に向けた経営体力の充実強化策についてであ

ります。 

  町内唯一の病院として地域医療を支え、町民の

命と健康を守る葛巻病院の経営は、毎年一般会計

から一定の経営安定化対策資金繰入れにもかか

わらず、赤字額が増え続け、６年度末決算で約７

億 4,000万円の赤字額と、厳しい経営内容が続い

ております。 

  このような状況の中、去る２月中旬に医療機関

の基本収入となります８年度の診療報酬改定、６

月からの適用なようでございますが、その内容が

公表されました。政府は、この改定では昨今の物

価高対策や人事院勧告の人件費増に伴い、初診料

等の引上げを柱とした約 30 年ぶりとなる 3.09％

の大幅プラス改定を行うとしておりますが、２年

に１度だけの診療報酬改定では、特に不採算地区

病院の小規模自治体病院経営にはどのような影

響をもたらすのか、懐疑深いものを持っておりま

す。 

  不採算地区病院は、民間病院の立地が困難な過

疎地に所在し、地域医療確保のため特別な財政支

援を受ける公立病院と定義され、今年度葛巻病院

は約１億 2,800 万円の財政支援を受ける状況で

も、黒字化にはまだまだ届かない経営実態となっ
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ております。聞くところによりますと、全国の自

治体病院の９割以上が赤字経営に陥っていると

の厳しい状況と伺っており、この中でも過疎地の

自治体病院の経営にあっては、さらに苦境に立た

されているものと思われ、葛巻病院の場合もこの

例に漏れない実態にあるものと考えております。

特に地域医療をしっかりと担う葛巻病院の場合、

経営効率だけ論ずることは、タブーな側面がある

と考えております。 

  町民の命と健康を守るという極めて高い公共

性を有し、持続可能性を安定確保していくことが

より重要と考えております。特に人口減少が著し

く、小規模の当町にあっては、患者数が少なく、

稼働率の低い病床を維持せざるを得ない状況下

にあると思われ、町民の安全保障に必要不可欠な

施設と考えております。このような状況の中、次

の葛巻病院の地域医療維持と安定に向けた経営

力の充実強化策等についてお伺いをいたします。 

  １番目に、令和７年度病院事業会計決算の医業

収支、経常収支の見通しについて伺います。 

  ２つ目に、令和６年度病院事業会計決算の７億

円超え累積赤字の主な発生要因とその縮小対応

策について伺います。 

  ３つ目に、葛巻病院の経営安定対策として一般

会計から繰入れを行った年度別実績、令和以降に

ついて伺います。 

  ４つ目に、全国、県内の自治体病院を取り巻く

最新の経営状況の実態についてお伺いをいたし

ます。 

  ５つ目に、葛巻病院の使命であります地域医療

維持・推進は、医師確保が不可欠ですが、８年度

の医療診療体制について伺います。 

  ６つ目に、８年度診療報酬アップ改定に伴って

の病院経営の影響試算について伺います。 

  ７つ目に、過疎地の地域医療維持を担う自治体

病院経営は、診療報酬による自己収入だけでは運

営できないとの識者の指摘がありますが、これに

対する町当局の所見について伺います。 

  ８つ目に、地域医療維持と安定に向けた病院経

営は、町民の生活基盤インフラであり、維持運営

費は政策的投資と考えますが、今後の葛巻病院の

経営体力の充実強化策についてお伺いをいたし

ます。 

  以上、１回目の質問といたします。よろしくお

願いいたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  町長。 

 

町長（ 鈴木重男 ） 

  ただいまのご質問にお答えをいたします。ご質

問の葛巻病院の地域医療維持と安定に向けた経

営体力の充実強化策等についてお答えをいたし

ます。１点目の令和７年度病院事業会計決算の医

業収支、経常収支の見通しについてであります。

年度途中であり、確定的な数値は申し上げられま

せんが、今議会に提案しております補正予算ベー

スでは、令和７年度の補正予算において措置され
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た医療機関における賃上げ、物価支援事業補助金

1,670 万円を追加したほか、支出においては薬品

費の精査により 1,780万円を減額するなど、収益、

費用の両面から経常損益の改善に努めたところ

であります。 

  また、経営基盤の安定化に向け、一般会計から

の経営安定化対策補助金を前年度から 3,000万円

増額し、１億 500万円としているところでありま

す。 

  これら一連の措置により、令和７年度決算にお

いて、前年度の純損失額である 6,340万円から赤

字幅の圧縮を見込んでいるところであります。 

  ２点目の令和６年度病院事業会計決算の累積

赤字の主な発生要因と、その縮小対応策について

であります。葛巻病院の未処理欠損金は、長年続

いてきているところであります。その中でも、多

かった時代、平成 13年度から平成 14年度におき

ましては、８億円ほどまで増加したところでござ

います。その後、病院の経営改善に係る取組と一

般会計からの経営安定化対策に係る補助の両面

から対策を講じ、その後およそ 10 年間で未処理

欠損金の解消のめどが立つ状況まで改善が図ら

れたところでありました。 

  まさに、順調に未処理欠損金の解消に向かって

おったところでありますが、平成 26 年度に公営

企業会計基準が改正されました。それまで未計上

でありました職員の退職手当引当金の計上が義

務づけられたところであります。これによりまし

て、平成 26年度において、退職手当引当金として

新たに約４億円の計上を要することとなったも

のであります。当該年度決算における未処理欠損

金が６億 3,000万ほどに、そのことによって増加

したものであります。 

  また、近年は新病院の整備に伴い、病院建物及

び医療機器に係る減価償却費が増加したほか、旧

病院建物の除却損の計上などにより単年度収支

を圧迫し、未処理欠損金に影響が及んだものと認

識をいたしております。 

  こうした中、令和６年度決算における収支悪化

の主要因でありますが、収益の構造的減少と費用

の高騰によるものであり、医業収益においては、

入院、外来ともに患者数が減少したことによる減

収に加え、介護療養型病床の廃止に伴う介護サー

ビス事業収益が皆減となった一方で、医業費用で

は人事院勧告に伴う給与改定により、給与費が 33

年ぶりに大幅に引き上げられたほか、新型コロナ

ウイルス感染症のワクチン費用が全額病院負担

となるなど、医療サービスの提供に必要な諸経費

において、現下の物価高の影響を大きく受けたと

ころであります。 

  町では、こうした状況を受けまして、令和７年

度当初予算におきまして、経営安定化対策として

一般会計からの繰入れを増額し、累積赤字の縮小

対策を行ったところであります。 

  ３点目の葛巻病院の経営安定対策として一般

会計から繰入れを行った年度別実績額について

でありますが、令和元年度から令和６年度までの

一般会計からの繰入金は、毎年度 7,500万で推移



 

 

- 4 - 

 

をしておりましたが、１点目でお答えをいたしま

したとおり、令和７年度当初予算において 3,000

万円を増額し、１億 500万円としたところであり

ます。 

  ４点目の全国、県内の自治体病院を取り巻く最

新の経営状況の実態についてでありますが、総務

省の発表によりますと、令和６年度は全国の自治

体病院の約 83％が赤字に転じ、赤字総額は過去最

大の 3,950億円ほどに達しております。県内にお

きましても同様の傾向にあり、これは国による新

型コロナ特例補助金の終了に加え、給与改定に伴

う人件費の増、物価の高騰に伴う医薬品、診療材

料費の増などが主な要因であるとされておりま

す。 

  ５点目の令和８年度の医療診療体制について

であります。葛巻病院における令和７年度の医師

診療体制は、常勤医師４名、非常勤医師１名の５

名となっておりますほか、県立病院や岩手医大等

から診療応援をいただきながら、各診療科におい

て町民の幅広い医療ニーズに応えているところ

であります。 

  令和８年度におきましても、県派遣医師、自治

医科大学養成医師の配置要望のほか、研修医や医

学生の受入れを積極的に実施し、診療体制の維

持、確保に努めてまいります。 

  ６点目の令和８年度の診療報酬増額改定に伴

う病院経営の影響試算についてでありますが、次

期診療報酬改定につきましては、令和７年 12 月

24 日に閣僚折衝で改定率が決定し、本年２月 13

日の中央社会保険医療協議会で具体的な点数、施

設基準が答申されたところであります。薬価改定

は４月に、診療報酬と材料価格改定は６月に、そ

れぞれ施行される予定となっておりますが、令和

８年度と令和９年度で段階的に実施される初め

ての方式が導入されるなど、複雑な制度設計とな

っているところであります。 

  現在国や県から詳細な通知が届いていないこ

とから、現時点におきまして具体的な影響額の試

算は困難な状況であります。町としましては、早

期の情報収集に努めるなど、今後の動向を注視し

てまいりたいと考えております。 

  ７点目の過疎地の地域医療維持を担う自治体

病院経営は、診療報酬による自己収入だけでは運

営できないとの指摘に対する町当局の所見につ

いてという質問でありますが、地方公営企業とし

て運営される公立病院は、企業としての経済性を

最大限に発揮し、自らの経営による収入をもって

サービスの提供に係る経費を賄う独立採算が原

則であります。一方で、議員ご指摘のとおり、多

くの公立病院経営は、人口減少や民間医療機関の

増加などにより、市場原理に基づく独立採算だけ

では立ち行かなくなっているのが現実でありま

す。 

  こうした状況の中、医療過疎地における住民の

命と健康を守るための医療サービスを提供する

ことは、自治体の責務であると考えております。

地方公営企業法が定める独立採算の原則に基づ

き、最大限の経営努力を重ねてもなお不採算とな
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る場合には、公費をもって支えることが住民福祉

につながるものと考えておりますので、状況に応

じて公費からの繰入れを行いながら、医療体制の

維持に努めることは重要なことであるというふ

うに理解をいたしております。 

  ８点目の地域医療維持と安定に向けた葛巻病

院の経営体力の充実強化についてでありますが、

葛巻病院は町内で唯一の公立病院として、採算面

から民間医療機関による提供が困難な部門の医

療サービスをはじめ、町に必要な医療サービスを

提供してまいりました。 

  そうした中、人口減少に伴う患者数の減少によ

る医業収益の減少に加え、人件費や診療材料費の

上昇など、社会情勢の変化に伴い経営環境の厳し

さは、より一層増しているものと認識をいたして

おります。 

  こうした中、地域包括ケア病床、訪問看護の導

入など、医業収益の増加につながる対策に努める

とともに、医薬材料費や高熱水費の圧縮など、病

院スタッフが一丸となり、医業収支の改善に努め

ているところであります。 

  葛巻病院は、町民が安心して暮らし続けるため

に必要な、最も重要な社会インフラの一つであり

ます。厳しい経営環境下ではありますが、住民の

暮らしと健康を支える地域医療の拠点として、今

後も持続可能な地域医療体制を確保してまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  どうもありがとうございました。ただいまの答

弁を聞かせていただきましたけれども、町当局の

考え方は基本的な考え方、持続可能な病院経営を

やるというような、そういったような、どちらか

といえば前向きな取組を感じさせていただきま

した。以下、決算等を通じましての私なりの財政

分析などをやっておりますので、その辺を少し深

めさせていただきたいなと、このように思ってお

ります。 

  最初、医業収益、経常収益、こちらのほうにつ

きましては、６年度の赤字幅が大幅に増えました

んで、累積赤字もそれなりに加算してまいります

と、７年度の医業収益、経常収支の行方が物すご

く関わってくるなというふうに実感をしており

ますので、この辺を中心に、少し内容を分析した

ものでお伺いをさせていただきたいなと思って

おります。病院会計の財政分析は、私なりに４年

度から６年度決算を基にした財政分析をしてみ

ました。その中で、私なりに、これがどうだろう

なというふうなことの見解を述べさせていただ

きますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

  まず、３か年間にわたりましての収支を見させ

てもらいました。総収支比率、４年度 101.2で、

これ物すごく高い収支なわけでございますが、６
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年度決算を見ますと、94.2に落ち込みになってい

るというふうな形になっておりますので、総収支

の場合は町の安定化対策の分が、これには入って

おりますけども、非常に医業収益等に影響がある

なというふうなことになるわけでございますが、

総収支比率の中で一番基本的な収支は、医業収益

の比率であります。医業費収支・収益比率を見ま

すと、４年度は 66.8から６年度は 60.3への落ち

込みになっております。この２つの落ち込みの大

きな要因として見た場合には、私なりにこれを考

えたわけでございますが、まず職員給与費、４年

度が 70.4、６年度が 80.0への急上昇であります。

医業収益等が下がっている中で、職員給与費がぐ

っと 10％急上昇しているわけです。 

  それから、もう一つ大きなものとしては、入院

患者数でございます。入院患者数が、４年度が

33.7 から６年度は 29.0 へ落ち込んでおりますか

ら、患者数の年間の１人当たりの落ち込みは、数

値的に物すごく大きく影響しているのではない

のかなと、このように思っておりますので。その

中でも、病床利用率を見た場合でも、４年度が

56％、６年度が 48％なわけでして、50％、半分以

下になっているわけです。こういったようなこと

で、総収支の比率の赤字額が物すごく増えてきた

のじゃないのかなと、このようにも思っておりま

す。特に入院患者数の収支でございますが、医業

収益のほうでは入院収益は一番多い額なわけで

すが、７年度の単価で計算いたしますと、１床当

たり１日３万 700円で計算いたしますと、これを

365 日の年間にいたしますと、１床当たり 1,120

万円の収益となって、これが例えば 10 床減少と

なれば１億 1,200万の大きな減少試算になってく

るわけです。 

  こういったようなものが大きな落ち込みの要

因ではなかったのかなと。この３年間の基礎数値

を見れば、私から見れば、このようなことになる

わけですが、病院の会計担当のほうでは、こうい

ったような分析はどのような形で進めておられ

るのか、内容をお知らせいただきたいと思いま

す。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 服部隆行 ） 

  お答えを申し上げます。議員ご指摘のとおり、

直近４年度からの数値を見ますと、大きく申し上

げますと収入の減、それから現下の外的要因によ

る支出の増というのが大きな要因になってござ

います。 

  それから、人件費の関係でありますとか、それ

から病床利用率、それから１人当たりの入院単価

３万 700円というご指摘ございました。まさにそ

のとおりの金額でございまして、単純計算をしま

すと、現在 29人というご指摘もございました。例

えばこれにあと 5.6人ぐらいをプラスすれば、約

35人程度であれば、プラス・マイナス・ゼロにな

っている数値であろうかというふうに分析をし



 

 

- 7 - 

 

ているところであります。 

  当然のことながら、患者数が増加すれば費用も

増加いたしますので、これはあくまで収入の面だ

けを見た場合の数字になりますが、適切なタイミ

ングで入院治療が図られるよう努めてまいりた

いと存じます。 

  それから、給与比率あるいはベッドの利用率、

こちらについても議員ご指摘のとおりの数値で

ございます。例えば職員給与比率に関しまして

は、これは国並びに県で公表しております。こち

らは、最新の数値が５年度決算の数値になってお

りますが、申し訳ございません、１年度遅い数値

でございますが、まだ６年度が全国版が公表され

ておりませんので、５年度決算の数字で申し上げ

ますと、まず経常比率の割合、100％以上が黒字な

わけでございますが、葛巻病院については 90.4％

ということで、近隣の類似病院についてもほぼほ

ぼ大部分が 100％切る、いわゆる赤字の経営であ

るというふうな状況は把握をしてございます。 

  それから、病床利用率につきましては、なかな

か現在も厳しい状況にございますが、６年度決算

では 60.4％ということで、これは類似病院の平均

値とほぼほぼ同じぐらいの数字ということで把

握してございます。 

  いずれにしろ厳しい経営環境ではございます

が、自助努力を進めまして、こういった累積の７

億というふうな大きな数値には、なかなか黒字転

換というのは難しいわけでございますが、病院と

しても院長以下、医療スタッフ一丸となって経費

の節減、それから収入の増に向けて努力をしてま

いりたいというふうに考えてございます。よろし

くお願いいたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  分かりました。決算数値については、十分病院

事務担当のほうでも意識しているようでござい

ますが、こういったような現状下にあるという認

識はさせていただきました。 

  次に、単年度の収支赤字額と累積赤字額の関連

でございますが、これも４年度から６年度までの

３年間トータルをしてみました。単年度の収支赤

字額が累積赤字額に当然影響してまいりますの

で、最初に単年度の収支の赤字額、４年度 1,300

万、５年度 1,200万の赤字というふうなことなん

ですが、どちらかといえば病院会計の中では最近

にない少ない赤字額で、この程度の赤字でありま

すと長続きするような感じ、経営も長続きするよ

うな感じがしておりますが、ただ６年度一気に

6,300 万円の赤字が計上になっておりますので、

これをずっとその前から続いてきた累積と合算

いたしますと、多額の７億も超えるような数字に

なってくるわけです。 

  一方、累積赤字の額を見てみますと、４年度に

は 6,460万円、５年度には 6,590万円で、６億円

台にとどまっているんですが、単年度で６年度が
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6,300 万円の赤字が発生したことによりまして、

７年度は７億 2,200万と、７億円台に累積赤字が

膨らんでいる状況にあります。この数値がそのま

ま、まだ病院会計の７年度の決算がなっておりま

せんけども、７年度の決算に引き継がれ、さらに

７年の決算が８年度の予算へと移り変わってく

ることは、ご承知のことと思いますけども、こう

いったような実態にあります。 

  それで、こういったような中で特徴的なのは、

７年度、今年度分は赤字解消に向けた一般会計か

らの経営安定化対策としての１億 500万円、先ほ

どの答弁にありましたとおり、これ例年より

3,000 万円上積みして繰り出されているわけで

す。さらに、この３月の病院会計の補正を見させ

ていただきますと、国庫補助において賃上げ、物

価上昇支援としての 1,670万円の助成措置があっ

たところでありますので、町の 3,000万円の積み

上げと、国庫補助での最後の 1,670万円の物価上

昇等の支援での措置があって、７年度決算では多

分８億円台は累積赤字が回避できるかなと私は

試算しておりますが、こういったような見方でい

いのか、この内容についてお知らせをいただきた

いと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 服部隆行 ） 

  お答えを申し上げます。まず、冒頭にございま

した６年度決算の赤字幅が 6,340万円ほどになっ

てございます。これは、議員ご指摘のとおりでご

ざいます。この要因といたしましては、入院、外

来収益の減はございます。さらに、５年度末で終

了いたしました介護療養型病床の廃止がござい

ました。この影響額が 1,510万円ほど、ほぼ皆減

となってございます。 

  それから、医業費用についてでございますが、

人事院勧告による給与改定、先ほど町長からも、

33 年ぶりの大幅な引上げとなったものでござい

まして、前年度比で 2,600万ほどの増、それから

診療材料につきましては、新型コロナウイルス感

染症ワクチン費用が全額病院の負担となりまし

たことから 1,100万ほどの増、それからその他の

経費につきましても、燃料費でありますとか光熱

水費の上昇、こういった要因がございまして、合

わせて 6,340万ほどの赤字決算となったものでご

ざいます。 

  ７年度決算の見込みというお話でございます。

町長からもございましたとおり、まだ年度途中で

ございまして、今精査をしている途中でございま

す。診療報酬につきましても、３月分につきまし

ては２か月遅れで入ってまいります。そこで、５

月下旬から６月頭ぐらいには確定できるものと

考えてございますが、議員ご指摘のとおり、国の

補助金 1,670万円プラス、それから薬品費の精査

によります 1,780 万円の支出の減額、合わせて

3,450 万円ほどの経常損益の改善になると見込ん

でございますので、まだはっきりした数字は当然
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申し上げられないところでございますが、累積の

７億を超えるような数字にはならないのではな

いかというふうな見込みを立てているところで

ございます。よろしくお願いいたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  分かりました。やはり赤字解消策の施策として

の一番の効果といいますか、あまり赤字額が増え

ていかない対応とすれば、町から繰り出している

財政安定化対策の支援金が一番大きなものと、こ

こでも認識させていただきました。 

  やはり先ほど町長からの答弁でもありました

とおり、葛巻病院の果たしている役割等々、その

時期、その時期についてそれなりのやはり対応策

が必要ではないのかなと思いますけども、こうい

ったようなところについては、町当局のほうから

お答えをいただきたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  それでは、副町長からお答えいたします。これ

までの経営の状況ということで、令和３年、４年、

５年、６年、同等の数値等も示していただきなが

ら、状況の中でのご質問をいただいておるところ

でありますが、そういう中で、やはり局長からも

答弁いたしましたように、現状といたしまして

は、人口が減少しているということの要因により

ましての患者数の減少であったり、あるいは人事

院勧告等による人件費の高騰、あるいは諸物価の

高騰等でございまして、収益経費等々がそういう

状況の中で、大変厳しい状況が続いてきていると

いうのが現状であるところであります。 

  そういう中で、先ほど町長からも答弁をしてお

りますが、これまでも全国的にも自治体病院とし

て抱えている課題ということでありますが、そう

いう中で 83％ほどが自治体病院としての経営が

赤字経営をしている状況にあるという状況にあ

るものでありまして、これに対しては、国の措置

といたしましても、基準内の繰入れ等もいただい

ておりますし、併せてまた町からの基準外の繰入

れ等も対策として講じながら進めておるという

状況でございます。 

  そういう中で、令和６年の状況をお話しします

と、そういう中では国からの繰入れ基準といいま

すか、繰り出しの部分でありますが、約３億 5,000

万ほど繰入れをしていただいているという、これ

は普通交付税あるいは特別交付税等々に算入し

ての国からの支援ということになるわけであり

ますが、それでもなおかつ厳しい状況ということ

に対応するため、町としての基準外での繰入れを

してまいりました。これは、令和元年当時からで

ありますが、7,500 万を繰入れしながら計上して

まいりまして、令和６年の決算の状況を見た場合



 

 

- 10 - 

 

に 6,000万を超える赤字単独単年度決算におきま

して、そういう状況にもなったことと併せまし

て、また病院建設に係る病院事業収益からの負担

の部分が償還金の２分の１というルールもある

わけでありますが、そのルールによりますと、全

体としては１億 2,000万ほどでありまして、病院

側が 6,000万ほど負担しなければ、収益からの負

担というのがルールにあるわけでありますが、そ

この部分の過大な負担の部分を解消するという

こと等も根拠といたしまして、3,000 万の繰入れ

を増額いたしまして、１億 500万にしてきたとい

う経緯になっているものであります。 

  そういう中で、さらにまだそういう状況が続い

ている状況もございます。町としては、町長も病

院の経営、運営につきましては、先ほど来答弁で

もお話し申し上げておりますように、町民の健

康、医療をしっかり守るという、そういう教育、

福祉、医療、この３つを柱にしながら就任当時か

ら重視して進めてきているところでありまして、

この医療については最も町民が安心して暮らせ

る基本となるものと、そういう捉え方の中で、こ

れまでも諸対策を進めてきたところであります。 

  今後におきましても、まさにそういう人口減少

等々がある中で、厳しい状況にあるわけでありま

すが、病院の存続という部分については、さらに

その対策はしっかりと進めていくという考え方

の中で進めております。 

  そういう中で、今後の繰入れの考え方でもあり

ますが、これにつきましては、１つには経営の実

態を注視しながらということになるわけであり

ますが、その中でも特にも未処理欠損金、７億

2,000 万ほどにもなっているわけでありますが、

その中でも実際に現金の支払いが伴わない会計

上の経理であります部分がほとんどを占めてい

る部分でありますので、そういう中では何を今後

基準としながら病院の経営に継続した支援をし

ていくかということになるわけでありますが、そ

れはどうしてもキャッシュフローの資金の収支

ということの流れをしっかりと受け止めながら

進めていかなければならないと、このようにも思

っておるところであります。 

  ６年度でありますが、そういう状況を踏まえな

がら、今後でありますが、病院が３か月ほどで資

金を必要とする額という部分を基本としており

まして、それが約４億になるものであります。し

たがいまして、現段階では現金の確保という観点

からしますと、一定の額は確保できているという

状況にあるものでありますが、先ほど来話しして

おりますように、内容としてかなり厳しい状況の

中で資金が減少してきているという、以前は７億

を超えておったところでありますが、令和６年度

から６億台に入ってきているという状況もござ

いますので、そういう中でその額が４億程度にな

ること等も踏まえながら、そういう状況等も勘案

しながら、対策はしっかりと進めてまいりたい

と、このように考えているものであります。 

  以上であります。 
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議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  分かりました。上積みして繰り出している町当

局の考え方も今お聞きいたしました。早い話が経

営内容を十分精査してやりたいというふうなこ

とで、決して出し惜しみはしないというふうな受

け止め方をさせていただきましたが、そういった

ようなことでよろしいでしょうか。 

  また、さらに一般会計からの繰り出しも、もち

ろん一番最後の頼みなわけです。そのほかに、通

常の国からの、いわゆる繰り出し基準というふう

なことで、先ほど副町長からもお話ありましたと

おり、大分入っています。いわゆる繰出基準と町

の財政安定化対策なくして病院経営は成り立た

ないというふうなことを申し上げてもよろしい

かと思っております。 

  ここで、事務的なことでちょっとお伺いしたい

んですが、先ほど副町長の答弁の中では、普通交

付税、特別交付税で３億 6,000万ぐらいもう入っ

ていますよというふうなことで、これが病院会計

の予算書を見てみますと、医業収益以外の一般会

計からの負担金あるいは資本的収入の一般会計

の負担金という項目に、いわゆる繰り出し基準の

分が計上になっているかと思っておりますが、主

に普通交付税で措置される一般会計からのいろ

いろな負担金というのは、どういったようなのが

普通交付税で措置されているのか、そしてまたそ

れ以外は特別交付税になるかと思っております

が、どういったような関わりで繰出基準がなって

いるのか、お知らせをいただきたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  それでは、お答えいたします。今回のといいま

すか、基準内での国からの繰出基準の内容でござ

いますが、これにつきましては救急医療の確保の

負担ということが約 4,000万ほど入っております

し、それから不採算の地区として充てられる経費

でありますが、約１億 3,000万ほど入っておりま

す。それから、高度医療であったり不採算の診療

ということになりますが、2,800 万等々になりま

すし、それから今病院としても力を入れておりま

すが、リハビリ医療対策ということで、これにつ

きましても、2,300 万ほどが見込まれておるもの

であります。 

  それから、そのほかにも医師確保対策というこ

とで 2,300万ほどであります。そのほか建設に係

る部分の企業債に係る償還金等々についても見

ていただいているという状況にあります。それが

いわゆる国の繰出基準内の負担経費として見て

いただいている部分でありますし、そのほかの収

入では賄うことができない客観的な、困難な経費

等々につきましては、補助金的経費といたしまし

て特別交付金等々で算入していただいて、トータ
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ルで約３億 5,000万ほどになっているというよう

な内容であります。 

  以上であります。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  分かりました。いわゆる普通交付税と特別交付

税に分かれて来ているというふうなことですね。

はい、分かりました。 

  その中で、一番多い負担金分で病院会計に支出

になっているのが、不採算地区病院分があるわけ

です。これが６年度には１億 3,000万円の繰入れ

があったのが、この不採算地区病院分の７年、８

年は１億 3,000万に届かない減額になっておりま

すよね。８年度分の予算を見ても減額になってお

ります、これまで届かない。通常でありますと、

不採算地区病院というふうな名称がありますと、

このような給与費が上がっている、それから材料

費が上がっている、人件費が上がっているといっ

たような場合については、こういったような６年

度の実績よりは、８年度の予算計上に当たって

も、私から見れば、当然に増額になってしかるべ

きだなというふうに思っているんですが、何か減

額予算計上になっている理由がありましたら、お

知らせをいただきたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 服部隆行 ） 

  お答えを申し上げます。柴田議員ご指摘のとお

り、今年度減額になってございますが、この積算

の仕方でございますが、７年度については、これ

は年間の病床稼働数が基本となっておりまして、

前年は 42 床で積算をされてございます。今年度

につきましては、38床が基本となっておりますの

で、この積算の病床数、これによりまして減額と

なっていると考えてございます。よろしくお願い

いたします。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  分かりました。そういうふうな、やはり医業収

益の病床率の向上がなければ、これも下がるとい

うふうな形になるんですね。分かりました。あり

がとうございました。 

  じゃ、最後にもう一つだけ。私から言わせます

と、多額の７億を超える現在の赤字、すぐに解消

すべきとは決して申し上げません。ただ、一定の

経営にあまり影響を及ぼさない程度に７億から

減額していくような行政からの財政支援が私は

必要ではないのかなと。現金が円滑に、潤滑に回

るような額、あるいは私から言わせますと、この

累積赤字では５億円程度になるまでは一生懸命
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財政赤字の縮小です、解消というよりは、私は縮

小をすべきだなというふうなことで、今回特にこ

の一般質問を取り上げさせていただきました。そ

ういったような感じでは、具体的に町当局ではど

のようなお考えをお持ちでしょうか、お知らせい

ただきたいと思います。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美 ） 

  お答えいたします。今回の累積欠損金の今後の

対応ということでございますが、先ほども申し上

げましたように、内容といたしましては、今現在

７億 2,000万ほどになっているという状況。その

中での内訳といたしましては、退職引当金、そし

てまた病院整備に係る減価償却等々によりまし

てが大部分の内容であるということをご理解い

ただきたいと思います。 

  そして、現在でありますが、欠損金によっての

経営の危険度といいますか、そういう部分から見

た場合に、現在の７億 2,000万でありますが、そ

うした中で、先ほども申し上げましたように、現

金での歳入歳出には具体的に影響してくるもの

ではない状況にあるものでありますが、そういう

中ではありますけれども、これからのそれぞれの

年度の決算状況等をしっかりと踏まえながら、経

営の支障のない水準といいますか、これをしっか

りと捉えまして、維持してまいりたいと、このよ

うに思っておるものであります。いずれキャッシ

ュフローの推移といいますか、これを特に注視し

ながら、その対策は適時適切に対応してまいりた

いと思いますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  柴田議員。 

 

４番（ 柴田勇雄議員 ） 

  ありがとうございました。そういったような姿

勢で病院会計に臨んだ上で、地域医療をぜひ確保

していただきたいなと。北海道の室蘭病院も、も

う閉院というふうな、自治体病院がそういったよ

うな時代に陥っておりますので、葛巻では唯一の

病院をぜひぜひ継続させる大きな使命がありま

すので、ぜひそういったような支援もやっていた

だければなということで、今回一般質問に取り上

げさせていただきました。 

  どうぞよろしくお願い申し上げまして、私の一

般質問を終わります。ありがとうございます。 

 

議長（ 鈴木満議員 ） 

  これで一般質問を終わります。 

  以上で本日の日程は全て終了しました。 

  お諮りします。議事の都合により、明日３月 10

日から 12 日までの３日間を休会としたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 
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  異議なしと認めます。 

  したがって、３月 10日から 12日までの３日間

を休会とすることに決定しました。 

  なお、３月 10日及び 11日は議案審査のため、

輝くふるさと常任委員会を開会しますので、お知

らせいたします。 

  本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

 

（ 散会時刻 １１時００分 ） 


